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告 示 (第730号－第746号)

○道路の区域の変更 (道路維持課) １

○道路の供用の開始 (道路維持課) ２

○道路の区域の変更 (道路維持課) ２

○道路の区域の変更 (道路維持課) ２

○道路の区域の変更 (道路維持課) ２

○道路の区域の変更 (道路維持課) ３

○道路の供用の開始 (道路維持課) ３

○保安林予定森林の所在場所等 (森林保全課) ４

○保安林指定施業要件の変更に係る農林水産大臣からの通知

(森林保全課) ４

○保安林指定施業要件の変更に係る農林水産大臣からの通知

(森林保全課) ４

○保安林指定施業要件の変更に係る農林水産大臣からの通知

(森林保全課) ４

○保安林指定施業要件の変更に係る農林水産大臣からの通知

(森林保全課) ５

○保安林指定施業要件の変更に係る農林水産大臣からの通知

(森林保全課) ５

○保安林指定施業要件の変更に係る農林水産大臣からの通知

(森林保全課) ５

○保安林指定施業要件の変更に係る農林水産大臣からの通知

(森林保全課) ６

○保安林指定施業要件の変更に係る農林水産大臣からの通知

(森林保全課) ６

○保安林指定施業要件の変更に係る農林水産大臣からの通知

(森林保全課) ６

公 告

○落札者等の公示 (県民情報広報課) ６

○落札者等の公示 (県民情報広報課) ７

教育委員会

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 (教育庁文化財保護課) ７

監 査 委 員

○監査結果の公表 (監査委員事務局総務課) ８

福岡県告示第730号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき､ 次のように道路の区

域を変更する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡
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目 次

告 示

県土整備
事務所名

道路の
種 類

路線名
変 更
前後別

区 間
幅 員
(メートル)

延長(メ
ートル)

備 考

前

宗像市大字赤間
975番１先から
宗像市大字三郎
丸130番15先ま
で

3.4
～
21.0

1,156.0
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福岡県告示第731号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき､ 次の道路の供用を平

成22年４月26日から開始する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第732号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき､ 次のように道路の区

域を変更する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第733号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき､ 次のように道路の区

域を変更する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第734号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき､ 次のように道路の区

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

�
	


�
	
�

北九州 県 道
若 宮

線
玄 海

前 同上
5.8
～
37.6

1,248.3

後 同上
3.4
～
21.0

1,156.0

後 同上
5.8
～
42.4

1,248.3

うち県道
直方宗像
線重用延
長228.9
メートル

県土整備
事務所名

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間

北九州
若 宮

線
玄 海

宗像市陵厳寺４丁目353番２先から
宗像市大字三郎丸130番15先まで

県土整備
事務所名

道路の
種 類

路線名
変 更
前後別

区 間
幅 員
(メートル)

延 長
(メートル)

那 珂 県 道
筑紫野

線
太宰府

前

筑紫野市山家2044番13先
から
筑紫野市吉木735番１先
まで

8.9
～
70.7

1,200.0

前 同上
12.1
～
42.4

1,200.0

後 同上
11.7
～
98.9

1,218.0

県土整備
事務所名

道路の
種 類

路線名
変 更
前後別

区 間
幅 員
(メートル)

延 長
(メートル)

直 方 県 道
夏 吉

線
直 方

前

直方市大字下境1910番４
先から
直方市大字下境1916番９
先まで

22.0
～
27.5

181.0

後 同上
14.0
～
30.0

181.0

�



域を変更する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第735号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき､ 次のように道路の区

域を変更する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第736号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき､ 次の道路の供用を平

成22年４月26日から開始する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡
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� 県土整備

事務所名
道路の
種 類

路線名
変 更
前後別

区 間
幅 員
(メートル)

延 長
(メートル)

直 方 県 道
直 方

線
水 巻

前

直方市大字下境4233・
4234合併４先から
直方市大字下境1960番２
先まで

8.0
～
30.0

391.0

前

直方市大字下境4182番11
先から
直方市大字下境1960番２
先まで

15.0
～
30.5

438.0

後

直方市大字下境4233・
4234合併４先から
直方市大字下境1960番２
先まで

8.0
～
30.0

391.0

後

直方市大字下境4182番11
先から
直方市大字下境1960番２
先まで

15.0
～
30.5

438.0

県土整備
事務所名

道路の
種 類

路線名
変 更
前後別

区 間
幅 員
(メートル)

延 長
(メートル)

田 川 県 道
伊 田

線
停車場

前
田川市魚町5077番先から
田川市伊田町2907番５先
まで

10.0
～
40.0

138.7

後
田川市魚町5077番先から
田川市伊田町2907番５先
まで

10.0
～
40.0

138.7

田 川 県 道
田 川

線
犀 川

前

田川市魚町2622番８先か
ら
田川市魚町2169番８先ま
で

9.0
～
20.0

48.0

前 同上
16.0
～
34.0

75.0

後

田川市魚町2623番６先か
ら
田川市魚町2169番８先ま
で

9.0
～
20.0

48.0

前 同上
16.0
～
34.0

75.0

県土整備
事務所名

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間

�



福岡県告示第737号

保安林の指定をする予定であるので､ 森林法 (昭和26年法律第249号) 第30条の２の

規定により次のように告示する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 保安林予定森林の所在場所

京都郡みやこ町犀川帆柱1540

２ 指定の目的

水源のかん養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は､ 定めない｡

イ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする｡

ウ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を福岡県農林水産部森林保全課及びみや

こ町役場に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第738号

農林水産大臣から､ 次のように保安林の指定施業要件の変更をしようとする旨の通知

を受けたので､ 森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の３において準用する同法第30

条の規定により次のように告示する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

昭和58年８月13日農林水産省告示第1442号 (１に係るものに限る｡ )

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を農林水産部森林保全課及び香春町役場

に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第739号

農林水産大臣から､ 次のように保安林の指定施業要件の変更をしようとする旨の通知

を受けたので､ 森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の３において準用する同法第30

条の規定により次のように告示する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

昭和58年８月９日農林水産省告示第1397号 (１､ ３及び４に係るものに限る｡ )

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を農林水産部森林保全課及び関係市役所

に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第740号
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田 川
伊 田

線
停 車 場

田川市魚町5077番先から
田川市伊田町2907番５先まで

田 川
田 川

線
犀 川

田川市魚町2623番６先から
田川市魚町2169番８先まで

�



農林水産大臣から､ 次のように保安林の指定施業要件の変更をしようとする旨の通知

を受けたので､ 森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の３において準用する同法第30

条の規定により次のように告示する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

昭和58年８月８日農林水産省告示第1384号 (１に係るものに限る｡ )

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を農林水産部森林保全課及び添田町役場

に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第741号

農林水産大臣から､ 次のように保安林の指定施業要件の変更をしようとする旨の通知

を受けたので､ 森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の３において準用する同法第30

条の規定により次のように告示する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

昭和58年８月８日農林水産省告示第1377号 (１､ ３及び５に係るものに限る｡ )

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を農林水産部森林保全課並びに関係市役

所及び筑前町役場に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第742号

農林水産大臣から､ 次のように保安林の指定施業要件の変更をしようとする旨の通知

を受けたので､ 森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の３において準用する同法第30

条の規定により次のように告示する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

昭和58年６月28日農林水産省告示第1096号 (４に係るものに限る｡ )

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を農林水産部森林保全課及び朝倉市役所

に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第743号

農林水産大臣から､ 次のように保安林の指定施業要件の変更をしようとする旨の通知

を受けたので､ 森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の３において準用する同法第30

条の規定により次のように告示する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

昭和58年６月23日農林水産省告示第1038号 (２及び３に係るものに限る｡ )

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡
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� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を農林水産部森林保全課及び関係市役所

に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第744号

農林水産大臣から､ 次のように保安林の指定施業要件の変更をしようとする旨の通知

を受けたので､ 森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の３において準用する同法第30

条の規定により次のように告示する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

昭和58年６月21日農林水産省告示第1011号 (１､ ２及び４に係るものに限る｡ )

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を農林水産部森林保全課及び関係市役所

に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第745号

農林水産大臣から､ 次のように保安林の指定施業要件の変更をしようとする旨の通知

を受けたので､ 森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の３において準用する同法第30

条の規定により次のように告示する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

昭和58年６月18日農林水産省告示第971号 (２及び３に係るものに限る｡ )

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を農林水産部森林保全課及び関係市役所

に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第746号

農林水産大臣から､ 次のように保安林の指定施業要件の変更をしようとする旨の通知

を受けたので､ 森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の３において準用する同法第30

条の規定により次のように告示する｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

昭和58年６月17日農林水産省告示第938号 (２から４に係るものに限る｡ )

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を農林水産部森林保全課及び関係市役所

に備え置いて縦覧に供する｡ )

公告

落札者等について､ 次のとおり公示します｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡
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１ 落札に係る特定役務の名称

全戸配布広報紙の製作及び配送業務委託

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

� 部局の名称

福岡県総務部県民情報広報課

� 所在地

福岡市博多区東公園７番７号

３ 落札者を決定した日

平成22年４月１日

４ 落札者の氏名及び住所

� 氏名

福博綜合印刷株式会社

� 住所

福岡市博多区堅粕３丁目16番36号

５ 落札金額 (消費税及び地方消費税の額を含む｡ )

発行部数１部当たり 3.759円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 入札公告日

平成22年２月17日

公告

落札者等について､ 次のとおり公示します｡

平成22年４月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量

新聞定期広告 (朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・西日本新聞各６回)

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

� 部局の名称

福岡県総務部県民情報広報課

� 所在地

福岡市博多区東公園７番７号

３ 落札者を決定した日

平成22年４月１日

４ 落札者の氏名及び住所

� 氏名

株式会社三広

� 住所

福岡市中央区天神４丁目６番３号

５ 落札金額 (消費税及び地方消費税の額を含む｡ )

34,536,600円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 入札公告日

平成22年２月17日

公告

九州歴史資料館の利用､ 指定管理者の指定等に関する規則の一部を改正する規則案に

ついて､ 次のとおり意見を募集します｡

平成22年４月26日

福岡県教育委員会

１ 意見募集期間

平成22年４月26日から平成22年５月25日まで

２ 概要､ 受付方法等

関連資料については､ 福岡県庁ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に掲

載するほか､ 福岡県教育庁総務部文化財保護課に備え置きます｡
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監査公表第１号

平成22年２月16日付けで提出された福岡県職員措置請求 (住民監査請求) については

､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第242条第４項の規定に基づき監査を実施したの

で､ その結果を次のとおり公表する｡

平成22年４月26日

福岡県監査委員 工 藤 壽 文

同 進 谷 庸 助

同 伊 藤 龍 峰

同 日 野 喜美男
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－
1
－

第
１

監
査
の
請
求

１
請
求
人
及
び
請
求
書
の
提
出
年
月
日

(1
)
請

求
人

（
略
）

(2
)
提
出
年
月
日

平
成
22
年
2月
16
日

２
請
求
の
内
容

(1
)
請
求
の
概
要

福
岡
県
知
事
は
、
大
野
城
市
へ
の
平
成
19
年
度
「
福
岡
県
障
害
者
共
同
作
業
所
運
営
費
補
助
金
」
に

つ
い
て
、
平
成
20
年
7月
7日
、
補
助
金
交
付
額
を
5,
14
0,
00
0円
に
て
確
定
し
た
。
そ
の
後
、
補
助
金
額
を

平
成
21
年
2月
18
日
に
実
績
報
告
相
違
と
し
て
、
4,
28
0,
00
0円
に
確
定
金
額
を
変
更
し
、
差
額
86
0,
00
0円

返
還
の
決
定
を
行
っ
て
い
る
。
本
件
は
大
野
城
市
が
補
助
対
象
外
作
業
所
の
運
営
経
費
を
補
助
対
象
内

作
業
所
の
経
費
に
組
入
れ
た
実
績
報
告
(虚
偽
公
文
書
作
成
）
に
よ
る
違
法
行
為
(福
岡
県
心
身
障
害
者

共
同
作
業
所
運
営
費
補
助
金
交
付
要
綱
）
で
あ
り
、
知
事
は
補
助
金
全
額
の
決
定
取
消
し
を
す
べ
き
で

あ
る
。
よ
っ
て
差
額
の
み
の
返
還
は
違
法
･不
当
で
あ
る
。

「
監
査
委
員
は
知
事
に
対
し
違
法
な
行
為
を
是
正
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
勧
告
せ
よ
。」

(2
)
事
実
証
明
書

ア
平
成
19
年
度
福
岡
県
障
害
者
共
同
作
業
所
運
営
費
補
助
金
精
算
額
調
書
「
変
更
前
」

イ
平
成
19
年
度
福
岡
県
障
害
者
共
同
作
業
所
運
営
費
補
助
金
精
算
額
調
書
「
変
更
後
」

ウ
福
岡
県
障
害
者
共
同
作
業
所
運
営
費
補
助
金
交
付
確
定
通
知
書

エ
大
野
城
市
障
害
者
共
同
作
業
所
「
Ａ
作
業
所
」
の
平
成
19
年
度
一
般
会
計
決
算
報
告
書

オ
大
野
城
市
「
Ｃ
施
設
」
管
理
運
営
に
係
る
指
定
管
理
者
交
付
金
事
業
実
績
報
告

カ
福
岡
県
心
身
障
害
者
共
同
作
業
所
運
営
費
補
助
金
交
付
要
綱

第
２

請
求
の
要
件
審
査

本
請
求
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
。
以
下
「
自
治
法
」
と
い
う
。）
第
24
2条
第
1項
及

び
第
2項
の
所
定
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
平
成
22
年
2月
16
日
付
け
で
こ
れ
を
受
理
し
た
。

な
お
、
請
求
の
概
要
に
あ
る
「
福
岡
県
心
身
障
害
者
共
同
作
業
所
運
営
費
補
助
金
交
付
要
綱
」
は
、
平

成
19
年
度
か
ら
「
福
岡
県
障
害
者
共
同
作
業
所
運
営
費
補
助
金
交
付
要
綱
」（
以
下
「
本
件
交
付
要
綱
」
と

い
う
。）
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。

第
３

監
査
の
実
施

１
監
査
対
象
事
項

福
岡
県
（
以
下
｢県
」
と
い
う
。）
が
、
平
成
19
年
度
に
大
野
城
市
へ
交
付
し
た
「
福
岡
県
障
害
者
共
同

作
業
所
運
営
費
補
助
金
」（
以
下
「
本
件
補
助
金
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
補
助
金
の
交
付
決
定
を
取
消

し
、
全
額
の
返
還
を
求
め
な
か
っ
た
こ
と
が
違
法
･不
当
で
あ
る
か
を
監
査
の
対
象
と
し
た
。

２
監
査
対
象
機
関

福
岡
県
福
祉
労
働
部
障
害
者
福
祉
課
（
以
下
「
障
害
者
福
祉
課
」
と
い
う
。）
を
監
査
対
象
機
関
と
し
た
。

３
請
求
人
の
陳
述
及
び
証
拠
の
提
出

自
治
法
第
24
2条
第
6項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
22
年
3月
18
日
に
請
求
人
の
陳
述
の
機
会
を
設
け
、
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－
2
－

請
求
人
か
ら
陳
述
及
び
新
た
な
証
拠
の
提
出
を
受
け
た
。
そ
の
際
、
同
条
第
7項
の
規
定
に
基
づ
き
、
監
査

対
象
機
関
の
職
員
の
立
会
い
を
認
め
た
。

陳
述
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

(1
)
結
論

本
件
実
績
報
告
が
事
務
ミ
ス
で
あ
っ
た
ら
、
差
額
86
0,
00
0円
の
み
の
返
還
で
問
題
な
い
が
、
大
野
城

市
は
福
岡
県
心
身
障
害
者
共
同
作
業
所
運
営
費
補
助
金
交
付
要
綱
に
該
当
し
な
い
指
定
管
理
者
交
付
金

を
故
意
に
補
助
対
象
作
業
所
「
Ａ
作
業
所
」
に
合
算
し
て
公
文
書
を
作
成
し
、
県
の
補
助
金
交
付
を
受

け
て
い
る
。

本
件
の
行
為
は
、
介
護
保
険
業
者
の
不
正
受
給
先
の
処
分
と
同
じ
く
、
平
成
19
年
度
分
に
つ
い
て
は

86
0,
00
0円
の
み
の
返
還
で
な
く
全
額
の
返
済
及
び
返
済
な
き
時
は
警
察
に
告
発
せ
よ
。

(2
)
本
件
申
請
の
理
由

ア
大
野
城
市
の
担
当
者
に
よ
る
と
本
件
実
績
報
告
の
作
成
は
、
障
害
者
福
祉
課
の
指
導
に
よ
り
作
成

し
た
と
の
こ
と
。
指
導
に
よ
り
平
成
19
年
度
申
請
に
つ
い
て
は
「
Ａ
作
業
所
」
に
加
算
し
、
平
成
20

年
度
は
「
Ａ
作
業
所
」、
「
Ｂ
作
業
所
」
両
方
に
半
分
ず
つ
加
算
し
申
請
し
て
い
る
。

本
件
は
、
障
害
者
福
祉
課
の
故
意
に
よ
る
指
導
で
発
生
し
た
も
の
で
は
な
い
。
大
野
城
市
の
担
当

者
が
虚
偽
の
内
容
に
よ
り
相
談
し
た
た
め
に
障
害
者
福
祉
課
が
指
導
ミ
ス
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
障
害
者
福
祉
課
は
、「
現
地
の
確
認
を
し
て
い
な
い
」。
そ
れ
に
よ
り
、
故
意
に
よ
る
申
請
の
発

見
、
平
成
20
年
度
に
か
け
て
の
補
助
金
の
不
正
使
用
等
の
防
止
が
で
き
て
い
な
い
。

イ
大
野
城
市
は
、
保
存
年
限
(平
成
16
年
度
か
ら
平
成
20
年
度
)の
申
請
の
う
ち
、
平
成
16
年
度
か
ら

平
成
18
年
度
は
正
常
に
申
請
し
て
い
る
の
で
、
平
成
19
年
度
以
降
の
申
請
に
つ
い
て
補
助
金
交
付
要

綱
に
該
当
す
る
か
、
し
な
い
か
、
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。

ウ
事
務
ミ
ス
な
ら
「
平
成
19
年
度
福
岡
県
障
害
者
共
同
作
業
所
運
営
費
補
助
金
精
算
額
調
書
」
は
「
Ａ

作
業
所
」
に
加
算
し
て
２
作
業
所
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
Ｃ
施
設
」
と
記
入
し
、
３
作
業
所
と
し
て

報
告
す
べ
き
で
あ
る
。

エ
「
Ｃ
施
設
」
運
営
委
員
会
は
、
平
成
21
年
3月
31
日
で
解
散
し
て
い
る
の
で
、
平
成
20
年
度
の
特
別

会
計
の
残
金
1,
21
7,
23
1円
に
つ
い
て
は
、
各
作
業
所
に
返
還
し
、
各
作
業
所
よ
り
返
還
す
べ
き
で
あ

る
が
、
平
成
21
年
5月
31
日
現
在
、
通
帳
は
解
約
さ
れ
、
残
金
は
不
明
に
な
っ
て
い
る
。

オ
平
成
20
年
度
「
Ａ
作
業
所
」
の
補
助
金
で
、
平
成
21
年
3月
31
日
89
7,
75
0円
、
別
の
団
体
の
備
品

を
購
入
し
て
い
る
。
ま
た
、「
Ａ
作
業
所
」
が
解
散
(平
成
21
年
3月
31
日
)し
た
後
、
平
成
21
年
5月
8

日
14
6,
05
5円
の
備
品
を
購
入
し
て
い
る
が
、「
ど
こ
の
団
体
」
の
備
品
か
不
明
で
あ
る
。

カ
平
成
20
年
度
補
助
事
業
終
了
時
、
返
還
す
べ
き
残
金
74
,2
06
円
を
返
還
し
な
い
で
す
む
よ
う
に
、

架
空
の
伝
票
操
作
を
し
て
い
る
。

(3
)
そ
の
他

本
件
全
額
の
取
り
消
し
を
し
て
い
た
ら
、
取
消
以
降
の
不
正
は
発
生
し
て
い
な
い
。
ま
た
、「
Ａ
作
業

所
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
5年
か
ら
平
成
15
年
に
か
け
て
補
助
金
等
の
私
的
流
用
が
あ
っ
て
お
り
、
こ
の

と
き
、
し
っ
か
り
指
導
し
て
い
た
ら
今
回
の
こ
と
は
発
生
し
て
い
な
い
。

「
Ａ
作
業
所
」
は
、
市
、
県
、
国
、
共
同
募
金
と
補
助
金
、
助
成
金
が
入
金
に
な
っ
て
い
る
。
不
正

分
、
不
明
分
は
、
1年
経
過
し
て
い
て
も
時
効
内
に
つ
い
て
は
調
査
す
べ
き
で
あ
る
。

新
た
に
提
出
さ
れ
た
証
拠
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
「
Ａ
作
業
所
」、
「
Ｂ
作
業
所
」、
「
Ｃ
施
設
」
の
関
係

イ
平
成
20
年
度
福
岡
県
障
害
者
共
同
作
業
所
運
営
費
補
助
金
の
交
付
申
請
(大
野
城
市
作
成
分
)
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ウ
平
成
20
年
度
福
岡
県
障
害
者
共
同
作
業
所
運
営
費
補
助
金
の
交
付
申
請
変
更
(大
野
城
市
作
成
分
)

エ
「
Ａ
作
業
所
」
一
般
会
計
決
算
書
(平
成
16
年
度
か
ら
平
成
18
年
度
)

オ
平
成
19
年
度
福
岡
県
障
害
者
共
同
作
業
所
運
営
費
補
助
金
精
算
額
調
書
(事
務
ミ
ス
の
場
合
の
記
載

例
）

カ
「
Ｃ
施
設
」
一
般
会
計
決
算
書
(平
成
16
年
度
か
ら
平
成
18
年
度
)及
び
平
成
20
年
度
指
定
管
理
者

交
付
金
事
業
実
績
報
告

キ
平
成
20
年
度
「
Ａ
作
業
所
」
の
経
費
に
計
上
し
た
他
の
団
体
宛
て
の
領
収
書
等

ク
「
Ａ
作
業
所
」
運
営
委
員
長
か
ら
運
営
委
員
に
対
す
る
決
算
報
告
に
関
す
る
通
知

ケ
平
成
20
年
度
「
Ａ
作
業
所
」
運
営
事
業
実
績
報
告
の
修
正
に
関
す
る
資
料

コ
「
Ｃ
施
設
」
の
補
助
金
確
定
に
係
る
請
求
人
か
ら
大
野
城
市
へ
の
質
問
及
び
大
野
城
市
か
ら
の
回

答
サ

大
野
城
市
身
体
障
害
者
福
祉
協
会
長
か
ら
役
員
等
へ
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
の
文
書

シ
大
野
城
市
か
ら
「
Ａ
作
業
所
」
運
営
委
員
長
へ
の
経
理
に
関
す
る
通
知
文
書

ス
「
Ｃ
施
設
」
等
の
補
助
金
に
係
る
請
求
人
か
ら
大
野
城
市
へ
の
要
望
書
及
び
大
野
城
市
か
ら
の
回

答
セ

「
Ｃ
施
設
」
補
助
金
に
係
る
請
求
人
か
ら
の
大
野
城
市
へ
の
質
問
及
び
大
野
城
市
か
ら
の
回
答

ソ
大
野
城
市
へ
の
開
示
請
求
に
係
る
異
議
申
し
立
て
に
関
す
る
資
料

４
監
査
対
象
機
関
の
陳
述

自
治
法
第
24
2条
第
7項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
22
年
3月
18
日
に
障
害
者
福
祉
課
長
か
ら
陳
述
を
受

け
た
。
そ
の
際
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
請
求
人
の
立
会
い
を
認
め
た
。

陳
述
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

今
回
、
住
民
監
査
請
求
が
あ
っ
た
平
成
19
年
度
分
当
該
補
助
金
の
大
野
城
市
へ
の
補
助
に
つ
い
て
、
経

緯
と
県
の
判
断
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

(1
)
経
緯

補
助
対
象
と
な
る
作
業
所
と
し
て
、
大
野
城
市
で
は
、「
Ａ
作
業
所
」
及
び
「
Ｂ
作
業
所
」
の
２
つ
の

小
規
模
作
業
所
が
運
営
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
２
つ
の
小
規
模
作
業
所
の
運
営
費
と
し
て
、
平
成
19
年
7月
18
日
付
で
大
野
城
市
か
ら
平
成
19
年

度
の
補
助
金
交
付
申
請
が
な
さ
れ
た
。
交
付
要
綱
に
基
づ
き
内
容
を
審
査
し
た
と
こ
ろ
、
補
助
金
を
交

付
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
た
た
め
、
平
成
19
年
11
月
７
日
付
で
交
付
決
定
を
行
っ
た
。

次
に
、
平
成
20
年
４
月
10
日
付
で
大
野
城
市
か
ら
実
績
報
告
が
な
さ
れ
た
。
交
付
要
綱
に
基
づ
き
内

容
を
審
査
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
実
績
報
告
書
と
、「
Ａ
作
業
所
」
か
ら
市
を
介
さ
ず
に
提
出
さ
れ
た
障
害

者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
に
よ
る
小
規
模
作
業
所
緊
急
支
援
事
業
と
い
う
別
の
助
成
金
の
実
績

報
告
書
と
を
照
合
し
た
結
果
、「
Ａ
作
業
所
」
へ
の
市
か
ら
の
補
助
金
の
額
に
2,
92
4千
円
の
相
違
が
あ

っ
た
た
め
、
市
の
担
当
係
長
か
ら
事
情
を
聴
取
し
た
。

聞
き
取
り
に
お
い
て
、
こ
の
相
違
は
、「
Ａ
作
業
所
」「
Ｂ
作
業
所
」
が
入
居
し
て
い
る
市
所
有
の
建

物
の
指
定
管
理
者
で
あ
る
「
Ｃ
施
設
」
運
営
委
員
会
に
対
す
る
指
定
管
理
者
交
付
金
2,
92
4千
円
に
つ
い

て
、
市
が
「
Ａ
作
業
所
」
へ
の
補
助
金
と
し
て
計
上
し
て
い
る
た
め
と
判
明
し
た
。

こ
の
指
定
管
理
者
交
付
金
と
は
、「
Ａ
作
業
所
」
及
び
「
Ｂ
作
業
所
」
の
２
つ
の
小
規
模
作
業
所
だ
け

が
入
居
し
て
い
る
市
所
有
の
建
物
の
維
持
管
理
経
費
と
し
て
指
定
管
理
者
「
Ｃ
施
設
」
運
営
委
員
会
に

交
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
市
と
し
て
は
、
実
質
的
に
は
２
つ
の
小
規
模
作
業
所
の
維
持

管
理
経
費
で
あ
る
の
で
補
助
対
象
経
費
と
し
て
申
請
し
た
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
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こ
れ
を
受
け
て
、
県
に
お
い
て
も
指
定
管
理
者
交
付
金
に
つ
い
て
、
補
助
対
象
経
費
と
し
て
認
め
る

か
否
か
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
交
付
金
は
、
２
つ
の
小
規
模
作
業
所
の
み
が
入
居
す
る
建

物
の
維
持
管
理
経
費
で
あ
り
、
交
付
要
綱
第
４
条
第
１
項
別
表
第
２
に
定
め
る
施
設
（
建
物
等
）
の
管

理
運
営
費
と
し
て
、
補
助
対
象
と
す
る
と
の
見
解
を
示
し
、
平
成
20
年
７
月
７
日
付
で
補
助
額
の
確
定

を
行
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
際
、
２
つ
の
小
規
模
作
業
所
の
維
持
管
理
経
費
で
あ
る
た
め
「
Ａ
作
業
所
」
だ
け
に

こ
の
経
費
を
計
上
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
た
め
、
２
つ
の
小
規
模
作
業
所
に
こ
の
経
費
を
按
分
し

各
々
に
計
上
さ
せ
る
こ
と
も
検
討
し
た
が
、
平
成
19
年
度
分
に
つ
い
て
は
、
維
持
管
理
経
費
2,
92
4千
円

を
２
つ
の
小
規
模
作
業
所
で
按
分
し
て
も
各
々
の
補
助
額
に
影
響
は
な
か
っ
た
の
で
、
訂
正
ま
で
は
求

め
ず
、
平
成
20
年
度
以
降
の
交
付
申
請
に
当
た
っ
て
の
指
導
・
指
示
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
20
年
度
の
当
該
補
助
金
の
交
付
申
請
に
つ
い
て
は
、
県
の
指
示
ど
お
り
、
維
持
管
理
経
費
分
で

あ
る
2,
92
4千
円
を
「
Ａ
作
業
所
」
と
「
Ｂ
作
業
所
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
所
へ
按
分
し
た
上
で
、
平
成

20
年
11
月
12
日
付
で
交
付
申
請
が
な
さ
れ
た
の
で
、
交
付
申
請
書
に
基
づ
き
内
容
を
審
査
し
た
と
こ
ろ
、

補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
た
た
め
、
平
成
20
年
12
月
15
日
付
で
交
付
決
定
を
行
っ

た
。 こ
の
交
付
決
定
後
に
、
大
野
城
市
の
担
当
課
長
か
ら
県
担
当
者
に
対
し
電
話
に
よ
り
「
市
内
部
で
再

度
検
討
し
た
が
、
指
定
管
理
者
交
付
金
と
い
う
性
質
上
、
補
助
金
と
し
て
の
整
理
が
難
し
い
」
と
の
相

談
が
数
回
あ
っ
た
。

ま
た
、
1月
19
日
に
大
野
城
市
担
当
課
長
及
び
係
長
が
来
庁
し
、
市
側
の
整
理
と
し
て
「
交
付
申
請
時

は
指
定
管
理
者
交
付
金
で
は
あ
る
が
、
実
質
的
な
中
身
は
作
業
所
が
入
居
す
る
建
物
の
維
持
管
理
経
費

の
補
助
に
当
た
る
た
め
、
入
居
す
る
２
つ
の
作
業
所
の
維
持
管
理
経
費
と
し
て
対
象
と
な
る
と
判
断
し

て
い
た
が
、
市
内
部
で
再
度
検
討
し
た
結
果
、
指
定
管
理
者
交
付
金
と
い
う
性
質
上
、
補
助
金
と
し
て

の
整
理
が
つ
か
な
い
た
め
補
助
対
象
外
と
し
て
整
理
し
た
い
」
旨
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
当
該
補
助
金
は
交
付
要
綱
第
３
条
に
定
め
る
と
お
り
「
市
町
村
等
が
行
う
作
業
所

の
運
営
経
費
に
対
す
る
補
助
事
業
」
に
対
し
て
補
助
す
る
も
の
で
あ
り
、
市
の
申
し
出
の
と
お
り
補
助

事
業
で
は
な
い
指
定
管
理
者
交
付
金
に
つ
い
て
補
助
対
象
外
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
補
助
額
の
変
更
に
伴
う
事
務
処
理
に
つ
い
て
、
県
会
計
課
と
協
議
し
た
結
果
、
平
成
19
年
度

分
の
実
績
報
告
書
の
再
提
出
を
求
め
、
平
成
21
年
２
月
18
日
付
で
補
助
額
の
確
定
を
再
度
行
い
、
過
払

い
分
に
つ
い
て
返
還
を
求
め
た
。

ま
た
、
既
交
付
決
定
済
の
平
成
20
年
度
分
に
つ
い
て
は
、
平
成
19
年
度
と
同
様
の
整
理
に
よ
り
、
大

野
城
市
か
ら
変
更
交
付
申
請
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
変
更
交
付
申
請
書
に
基
づ
き
内
容
を
審
査
し
、
平

成
21
年
２
月
４
日
付
で
変
更
交
付
決
定
を
行
っ
た
。

(2
)
判
断

以
上
の
経
緯
に
よ
り
、
大
野
城
市
に
対
す
る
「
福
岡
県
障
害
者
共
同
作
業
所
運
営
費
補
助
金
」
に
つ

い
て
は
、
当
該
補
助
金
交
付
要
綱
第
２
条
に
定
め
る
目
的
に
沿
っ
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
事
業
で

あ
り
、
交
付
決
定
の
内
容
・
条
件
に
は
反
し
て
い
な
い
こ
と
及
び
他
の
用
途
へ
の
使
用
で
は
な
い
こ
と

か
ら
、
交
付
規
則
第
16
条
に
規
定
す
る
取
消
に
は
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
説
明
し
た
経
緯
な
ど
を
踏
ま
え
、
交
付
決
定
の
取
消
に
は
当
た
ら
な
い
と
判
断
し
、
過
払
い

分
に
つ
い
て
返
還
を
求
め
是
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

５
陳
述
に
対
す
る
意
見

監
査
対
象
機
関
の
陳
述
に
対
す
る
請
求
人
の
意
見
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監
査
対
象
機
関
の
陳
述
に
対
し
、
平
成
22
年
3月
23
日
に
請
求
人
か
ら
意
見
書
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
概
要

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

(1
)
障
害
者
福
祉
課
は
、
大
野
城
市
か
ら
「
Ａ
作
業
所
」
及
び
「
Ｂ
作
業
所
」
２
つ
の
小
規
模
作
業
所
だ

け
が
入
居
し
て
い
る
市
所
有
の
建
物
の
維
持
管
理
経
費
と
し
て
指
定
管
理
者
に
交
付
さ
れ
た
も
の
で
、

実
質
的
に
は
２
つ
の
小
規
模
作
業
所
の
維
持
管
理
経
費
で
あ
る
の
で
補
助
対
象
経
費
と
し
て
申
請
し
た

と
の
説
明
が
あ
っ
た
と
あ
る
が
、
故
意
で
な
か
っ
た
ら
、
大
野
城
市
は
な
ぜ
障
害
者
福
祉
課
に
数
字
の

違
い
を
発
見
さ
れ
る
前
に
相
談
し
な
い
の
か
。
県
の
補
助
金
交
付
要
綱
に
該
当
す
る
か
し
な
い
か
不
明

な
と
き
は
、
ま
ず
相
談
し
て
事
を
行
う
の
が
あ
た
り
前
で
あ
る
。

障
害
者
福
祉
課
が
数
字
の
違
い
を
発
見
し
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
。
県
に
損
害
が
発
生

し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

「
指
定
管
理
者
交
付
金
」
2,
92
4,
00
0円
は
、
人
件
費
2,
42
4,
00
0円
と
施
設
管
理
費
50
0,
00
0円
で
あ

り
、
人
件
費
2,
42
4,
00
0円
は
管
理
人
の
手
当
で
あ
っ
て
、
管
理
人
は
「
Ａ
作
業
所
」「
Ｂ
作
業
所
」
の

運
営
に
は
全
く
関
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
日
常
の
作
業
等
に
つ
い
て
も
作
業
所
に
は
全
く
関
係
な
い
。

特
に
「
Ａ
作
業
所
」
に
は
全
く
関
係
な
い
。

施
設
維
持
管
理
費
50
0,
00
0円
に
つ
い
て
も
、
建
物
の
維
持
の
た
め
の
費
用
で
あ
っ
て
、
各
作
業
所
に

は
全
く
関
係
な
い
。
作
業
所
に
関
す
る
管
理
費
に
つ
い
て
は
「
共
益
費
」
と
し
て
各
作
業
所
が
負
担
し

て
い
る
。
ま
た
、
本
件
建
物
は
永
久
的
に
障
害
者
が
使
用
す
る
と
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。
当
時
作
業
所

の
み
で
な
く
、
父
母
等
の
作
業
所
に
関
係
な
い
活
動
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。

(2
)
障
害
者
福
祉
課
は
、
本
件
補
助
額
の
変
更
を
し
た
の
は
大
野
城
市
よ
り
申
請
が
あ
り
決
定
し
た
と
陳

述
し
た
が
、
請
求
人
よ
り
何
回
に
も
及
ぶ
抗
議
に
よ
り
大
野
城
市
も
障
害
者
福
祉
課
も
や
む
を
得
ず
決

定
し
た
の
で
は
な
い
か
。

障
害
者
福
祉
課
の
担
当
者
は
、
請
求
人
が
持
参
し
た
「
大
野
城
市
障
害
者
き
ょ
う
ど
う
作
業
所
等
補

助
金
交
付
規
程
」
を
見
て
「
こ
の
規
程
を
知
っ
て
い
た
ら
加
算
さ
せ
る
と
い
う
判
断
は
し
な
か
っ
た
」

と
話
し
た
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
、
確
認
を
し
な
い
の
か
。

本
件
は
、
障
害
者
福
祉
課
は
故
意
に
や
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
虚
偽
の
情
報
に
よ
り
判
断
し
た
た
め

判
断
ミ
ス
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
現
地
を
確
認
し
て
い
た
ら
こ
う
い
う
こ
と
は
発
生
し
て
い
な
い
。

故
意
か
故
意
で
な
い
か
は
事
後
処
理
で
わ
か
る
。
障
害
者
福
祉
課
の
責
任
で
は
な
い
。
全
額
取
消
す
べ

き
を
一
部
返
還
の
判
断
ミ
ス
を
し
た
だ
け
で
あ
る
。

６
監
査
対
象
機
関
に
対
す
る
監
査

県
（
障
害
者
福
祉
課
）
に
対
し
、
本
件
補
助
金
の
交
付
手
続
及
び
交
付
決
定
を
取
消
し
全
額
の
返
還
を

求
め
な
か
っ
た
経
緯
等
に
つ
い
て
、
平
成
22
年
2月
23
日
、
2月
24
日
及
び
3月
1日
に
関
係
書
類
の
調
査
及

び
聴
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。

７
関
係
人
に
対
す
る
調
査

自
治
法
第
19
9条
第
8項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
野
城
市
（
高
齢
福
祉
部
福
祉
課
）
に
対
し
、
本
件
補
助

金
の
実
績
報
告
の
経
緯
等
に
つ
い
て
、
平
成
22
年
2月
25
日
に
関
係
書
類
の
調
査
及
び
聴
き
取
り
調
査
を
行

っ
た
。
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第
４

監
査
の
結
果

１
事
実
関
係
の
確
認

(1
)
本
件
補
助
金
の
交
付
目
的
等
に
つ
い
て

本
件
補
助
金
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
(平
成
17
年
法
律
第
12
3号
)に
規
定
す
る
事
業
（
以
下
「
法
定

事
業
」
と
い
う
。）
へ
直
ち
に
移
行
で
き
な
い
障
害
者
共
同
作
業
所
の
う
ち
、
平
成
20
年
度
末
ま
で
に
法

定
事
業
へ
の
移
行
を
計
画
し
て
い
る
障
害
者
共
同
作
業
所
に
対
し
、
新
事
業
体
系
移
行
促
進
及
び
激
変

緩
和
措
置
と
し
て
、
そ
の
経
費
の
一
部
を
助
成
し
、
在
宅
の
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
件
補
助
金
の
交
付
等
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
補
助
金
等
交
付
規
則
(昭
和
33
年
福
岡
県
規
則
第
5号
。

以
下
「
交
付
規
則
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
本
件
交
付
要
綱
に
基
づ
き
行
う
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。

※
法
定
事
業

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
し
て
居
宅
介
護
事
業
ほ
か
１
３
事
業
、
地
域
生
活
支
援
事
業
と
し

て
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業
ほ
か
２
事
業
の
計
１
７
事
業
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
本
件
補
助
金
の
対
象
と
な
っ
た
大
野
城
市
の
障
害
者
共
同
作
業
所
は
、
平
成
21
年
４
月

１
日
に
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
移
行
し
て
い
る
。

（
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
：
創
作
的
活
動
又
は
生
産
活
動
の
機
会
の
提
供
、
社
会
と
の
交
流
等

を
行
う
施
設
）

(2
)
本
件
補
助
金
の
交
付
手
続
に
つ
い
て

本
件
補
助
金
は
、
大
野
城
市
が
行
う
作
業
所
の
運
営
経
費
に
対
す
る
補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
を
交

付
の
対
象
(本
件
交
付
要
綱
第
３
条
)と
し
て
お
り
、
交
付
手
続
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

H1
9.
4
交
付
申
請

H1
9.
7
交
付
申
請

障
H1
9.
5
交
付
決
定

大
福

H1
9.
11

交
付
決
定

害
H2
0.
4
実
績
報
告

者
H2
0.
4
実
績
報
告

H2
0.
5
額
の
確
定

野
共

H2
0.
7

額
の
確
定

岡
同

H2
1.
2
実
績
報
告
修
正

作
城

H2
1.
2
額
の
再
確
定

業 所
H2
1.
2
返
還
請
求

県
市

H2
1.
3

返
還

ア
大
野
城
市
の
障
害
者
共
同
作
業
所
に
対
す
る
補
助
金
等
の
交
付
に
つ
い
て

大
野
城
市
は
、
障
害
者
共
同
作
業
所
の
運
営
経
費
に
対
す
る
補
助
事
業
と
し
て
、「
Ａ
作
業
所
」
運
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営
委
員
会
及
び
「
Ｂ
作
業
所
」
運
営
委
員
会
に
対
し
て
、
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
。

大
野
城
市
へ
の
調
査
の
結
果
、
補
助
金
の
交
付
は
、「
大
野
城
市
障
害
者
き
ょ
う
ど
う
作
業
所
等
補

助
金
交
付
規
程
」
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
お
り
、
平
成
19
年
度
の
補
助
金
の
交
付
手
続
等
は
次
の
と
お

り
で
あ
っ
た
。

H1
9.
4.
18

「
Ｂ
作
業
所
」
運
営
委
員
会
か
ら
交
付
申
請
書
の
提
出
(申
請
額
11
,7
07
,0
00
円
)

H1
9.
4.
23

「
Ａ
作
業
所
」
運
営
委
員
会
か
ら
交
付
申
請
書
の
提
出
(申
請
額
3,
58
6,
00
0円
)

H1
9.
5.
1

補
助
金
の
交
付
の
決
定

「
Ａ
作
業
所
」
運
営
委
員
会
3,
58
6,
00
0円

「
Ｂ
作
業
所
」
運
営
委
員
会
11
,7
07
,0
00
円

H2
0.
4.
22

「
Ａ
作
業
所
」
運
営
委
員
会
か
ら
事
業
実
績
報
告
書
の
提
出
(実
績
額
3,
58
6,
00
0円
)

「
Ｂ
作
業
所
」
運
営
委
員
会
か
ら
事
業
実
績
報
告
書
の
提
出
(実
績
額
11
,7
07
,0
00
円
)

H2
0.
5.
8

補
助
金
の
額
の
確
定

「
Ａ
作
業
所
」
運
営
委
員
会
3,
58
6,
00
0円

「
Ｂ
作
業
所
」
運
営
委
員
会
11
,7
07
,0
00
円

な
お
、
大
野
城
市
は
、「
Ａ
作
業
所
」
及
び
「
Ｂ
作
業
所
」
が
入
居
す
る
大
野
城
市
所
有
の
「
Ｃ
施

設
」
の
管
理
に
つ
い
て
、
平
成
18
年
度
か
ら
「
Ｃ
施
設
」
運
営
委
員
会
を
指
定
管
理
者
に
指
定
し
、

年
間
2,
92
4,
00
0円
の
Ｃ
施
設
管
理
運
営
に
関
す
る
指
定
管
理
者
交
付
金
(以
下
「
指
定
管
理
者
交
付

金
」
と
い
う
。
)を
交
付
し
て
い
る
。

Ｃ
施
設

大
野
城
市

指
定
管
理
者
交
付
金

Ｃ
施
設
運
営
委
員
会

2,
92
4,
00
0円

Ａ
作
業
所

Ｂ
作
業
所

運
営
費
補
助
金

Ａ
作
業
所

Ｂ
作
業
所

11
,7
07
,0
00
円

運
営
委
員
会

運
営
委
員
会

3,
58
6,
00
0円

イ
本
件
補
助
金
の
交
付
に
つ
い
て

(ｱ
)
交
付
額
の
算
定
方
法

本
件
補
助
金
の
交
付
額
に
つ
い
て
は
、
本
件
交
付
要
綱
第
4条
で
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
補
助
金
は
、
作
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
か
最
も
低
い
額
(以
下
「
県
費

補
助
基
本
額
」
と
い
う
。）
に
、
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
の
額
を
補
助
額
と
し
、
そ

の
合
計
を
交
付
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
作
業
所
ご
と
に
算
出
さ
れ
た
額
に
1,
00
0円
未
満
の
端
数
が

生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。」

(1
)
別
表
第
２
第
１
の
欄
に
定
め
る
対
象
経
費
の
実
支
出
額
か
ら
寄
附
金
及
び
福
岡
県
小
規
模
作

業
所
緊
急
支
援
事
業
助
成
金
を
控
除
し
た
額

(2
)
別
表
第
２
第
２
の
欄
に
定
め
る
補
助
基
準
額
と
重
度
加
算
額
の
合
計
額

(3
)
市
町
村
等
の
作
業
所
に
対
す
る
補
助
金
額
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別
表
第
２

対
象
経
費

障
害
者
共
同
作
業
所
の
運
営
に
要
す
る
次
に
掲
げ
る
経
費
で
あ
っ
て
、
知
事
が
適

第
当
と
認
め
た
も
の

①
指
導
員
等
の
人
件
費
(職
員
給
与
、
職
員
手
当
、
共
済
費
、
賃
金
、
旅
費
等
）

１
②

施
設
(建
物
等
）
の
管
理
運
営
費
(光
熱
水
費
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
等
）

③
そ
の
他
の
費
用
(消
耗
品
費
、
食
糧
費
、
通
信
運
搬
費
、
委
託
料
、
備
品
購

入
費
、
燃
料
費
、
原
材
料
費
、
教
養
娯
楽
費
、
設
備
購
入
費
等
）

た
だ
し
、
作
業
手
当
及
び
交
通
費
等
の
利
用
者
へ
の
支
払
金
を
除
く
。

①
補
助
基
準
額

[利
用
人
員

（
注
１
）
]

[年
額
]

５
人
～
１
４
人

４
，
４
０
０
千
円

第
１
５
人
以
上

５
，
４
０
０
千
円

た
だ
し
、
事
業
期
間
が
１
年
に
満
た
な
い
場
合
は
、
補
助
基
準
額
を
１
２
で
除

し
て
得
た
額
に
事
業
月
額
(月
の
途
中
で
事
業
が
終
了
し
た
場
合
は
そ
の
月
は
含

ま
な
い
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

②
重
度
加
算
額

２
＜
加
算
条
件
＞

(ｱ
)
作
業
所
の
利
用
人
員
が
１
０
人
以
上
で
あ
る
。

(ｲ
)
利
用
人
員
の
２
分
の
１
以
上
が
「
重
度
者
」

(注
２
)
で
あ
る
。

[月
額
]

４
，０
０
０
円
×
重
度
者
数

(注
３
)
(１
施
設
当
た
り
１
０
名
を
上
限
と
す
る
。）

注
１

利
用
人
員
は
、
直
近
３
ヶ
月
（
当
該
年
の
１
月
～
３
月
）
の
平
均
利
用
人
員
と
す
る
。

注
２

重
度
者
と
は
、
療
養
手
帳
で
の
「
Ａ
」
判
定
又
は
身
体
障
害
者
手
帳
及
び
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

で
の
「
１
級
」
若
し
く
は
「
２
級
」
の
判
定
を
受
け
た
者
を
い
う
。

注
３

重
度
者
数
は
、
直
近
３
ヶ
月
(当
該
年
の
１
月
～
３
月
）
の
重
度
者
数
の
平
均
と
す
る
。

(ｲ
)
交
付
申
請
及
び
交
付
決
定

本
件
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
19
年
7月
18
日
に
大
野
城
市
か
ら
5,
14
0,
00
0円
の
交
付
申
請

が
な
さ
れ
、
県
は
、
同
年
11
月
7日
に
同
額
の
交
付
決
定
を
行
っ
て
い
る
。

＜
補
助
金
所
要
額
算
定
表
＞

実
支
出
額
－
緊
補
助
基
準
額

市
町
村
等

県
費
補
助

県
費
補
助

急
支
援
事
業
助

補
助
予
定
額

基
本
額

所
要
額

成
金
等
（
１
）

（
２
）

（
３
）

(基
本
額
×
1/
2)

Ａ
作
業
所

4,
78
0,
00
0

4,
40
0,
00
0

6,
51
0,
00
0
4,
40
0,
00
0
2,
20
0,
00
0

Ｂ
作
業
所

14
,4
10
,0
00

5,
88
0,
00
0
11
,7
07
,0
00

5,
88
0,
00
0
2,
94
0,
00
0

計
18
,2
17
,0
00

5,
14
0,
00
0

(ｳ
)
事
業
実
績
報
告
及
び
額
の
確
定

ａ
額
の
確
定

大
野
城
市
か
ら
、
平
成
20
年
4月
10
日
に
事
業
実
績
報
告
書
が
提
出
さ
れ
、
県
は
、
次
の
経
緯

を
検
討
し
た
う
え
で
、
同
年
7月
7日
に
額
の
確
定
を
行
っ
て
い
る
。

＜
補
助
金
精
算
額
算
定
表
＞

実
支
出
額
－
緊
補
助
基
準
額

市
町
村
等

県
費
補
助

県
費
補
助

急
支
援
事
業
助

補
助
額

基
本
額

算
出
額

成
金
等
（
１
）

（
２
）

（
３
）

(基
本
額
×
1/
2)

Ａ
作
業
所

7,
58
6,
46
3

4,
40
0,
00
0

6,
51
0,
00
0
4,
40
0,
00
0
2,
20
0,
00
0

Ｂ
作
業
所

16
,9
15
,0
39

5,
88
0,
00
0
11
,7
07
,0
00

5,
88
0,
00
0
2,
94
0,
00
0

計
18
,2
17
,0
00

5,
14
0,
00
0
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県
で
は
、
平
成
20
年
5月
に
事
業
実
績
報
告
書
の
内
容
を
審
査
し
た
際
、
本
件
交
付
要
綱
に
基

づ
く
平
成
19
年
度
「
Ａ
作
業
所
」
の
決
算
に
係
る
資
料
と
他
の
助
成
金
の
実
績
報
告
に
よ
り
取

得
し
て
い
た
「
Ａ
作
業
所
」
運
営
委
員
会
作
成
の
収
支
決
算
書
と
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
本
来

同
額
で
あ
る
は
ず
の
市
か
ら
の
補
助
金
交
付
額
が
相
違
し
て
い
る
こ
と
を
把
握
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
大
野
城
市
か
ら
事
情
を
聴
取
し
、
指
定
管
理
者
交
付
金
は
「
Ａ
作
業
所
」
及
び

「
Ｂ
作
業
所
」
の
み
が
入
居
す
る
「
Ｃ
施
設
」
の
維
持
管
理
費
に
対
す
る
補
助
で
あ
り
、
本
件

補
助
金
の
対
象
に
な
る
と
考
え
加
算
し
た
と
の
説
明
を
受
け
、
こ
の
時
点
で
初
め
て
「
Ａ
作
業

所
」
に
「
Ｃ
施
設
」
運
営
委
員
会
へ
の
指
定
管
理
者
交
付
金
が
加
算
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
把
握

し
て
い
る
。
(6
,5
10
,0
00
円
＝
3,
58
6,
00
0円
+2
,9
24
,0
00
円
)

ま
た
、
こ
の
指
定
管
理
者
交
付
金
が
、
本
件
交
付
要
綱
第
3条
の
「
市
町
村
等
が
行
う
作
業
所

の
運
営
経
費
に
対
す
る
補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
」
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、

次
に
よ
り
本
件
補
助
金
の
対
象
経
費
で
あ
る
施
設
(建
物
等
）
の
管
理
経
費
に
該
当
す
る
と
判
断

し
て
い
る
。

①
本
件
交
付
要
綱
第
3条
で
補
助
金
の
交
付
対
象
と
し
て
い
る
の
は
「
作
業
所
が
運
営
費
補

助
金
と
し
て
市
か
ら
交
付
さ
れ
た
額
」
で
は
な
く
、「
作
業
所
の
運
営
経
費
に
対
す
る
市
の

補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
」
と
し
て
お
り
、「
作
業
所
の
運
営
経
費
」
に
対
す
る
市
の
補
助

金
で
あ
る
以
上
は
補
助
対
象
に
該
当
す
る
。

②
指
定
管
理
者
へ
の
交
付
金
の
対
象
は
す
べ
て
作
業
所
の
設
備
の
維
持
管
理
費
(人
件
費
、

修
繕
費
、
肥
培
管
理
費
、
夜
間
警
備
費
、
消
防
設
備
費
、
自
動
ド
ア
)に
費
や
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、「
作
業
所
の
運
営
経
費
」
に
該
当
す
る
。

さ
ら
に
、
指
定
管
理
者
交
付
金
を
「
Ａ
作
業
所
」
と
「
Ｂ
作
業
所
」
に
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
て

加
算
し
直
し
た
と
し
て
も
、
最
終
的
な
補
助
金
額
に
変
わ
り
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、

事
業
実
績
報
告
書
の
と
お
り
に
額
の
確
定
を
行
っ
て
い
る
。

ｂ
額
の
再
確
定

県
で
は
、
前
述
の
と
お
り
、
本
件
補
助
金
に
つ
い
て
額
の
確
定
を
行
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
平
成
21
年
2月
4日
に
大
野
城
市
か
ら
事
業
実
績
報
告
の
修
正
の
提
出
を
受
け
、
同
年
2月

18
日
に
額
の
確
定
を
取
消
す
と
と
も
に
、
再
度
、
額
の
確
定
を
行
い
(確
定
額
5,
14
0,
00
0円
⇒

4,
28
0,
00
0円
)、
過
払
い
と
な
っ
た
補
助
金
の
返
還
請
求
(8
60
,0
00
円
)を
行
っ
て
い
る
。

＜
補
助
金
精
算
額
算
定
表
(再
確
定
）
＞

実
支
出
額
－
緊
補
助
基
準
額

市
町
村
等

県
費
補
助

県
費
補
助

急
支
援
事
業
助

補
助
額

基
本
額

算
出
額

成
金
等
（
１
）

（
２
）

（
３
）

(基
本
額
×
1/
2)

Ａ
作
業
所

2,
68
1,
97
0

4,
40
0,
00
0

3,
58
6,
00
0
2,
68
1,
97
0
1,
34
0,
00
0

Ｂ
作
業
所

16
,8
44
,5
05

5,
88
0,
00
0
11
,7
07
,0
00

5,
88
0,
00
0
2,
94
0,
00
0

計
15
,2
93
,0
00

4,
28
0,
00
0

県
で
は
、
額
の
再
確
定
を
行
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
平
成
21
年
１
月
に
大
野
城
市
か
ら
、『
「
Ｃ

施
設
」
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
結
果
、
指
定
管
理
者
交
付
金
は
、「
Ａ
作
業
所
」
及

び
「
Ｂ
作
業
所
」
へ
の
運
営
費
補
助
金
と
は
性
質
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
２
作
業
所
の
入
居
す

る
建
物
の
維
持
管
理
費
に
対
す
る
市
の
補
助
金
で
あ
る
と
の
整
理
を
変
更
し
、
補
助
金
の
対
象

か
ら
除
外
し
た
い
』
と
の
申
出
が
あ
っ
た
た
め
と
し
て
い
る
。
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こ
の
指
定
管
理
者
交
付
金
を
除
外
す
る
場
合
に
は
、
本
件
補
助
金
の
交
付
額
算
定
の
基
準
で

あ
る
「
県
費
補
助
基
本
額
」
が
、「
補
助
基
準
額
」
か
ら
最
も
低
い
額
で
あ
る
「
実
支
出
額
」
若

し
く
は
「
市
町
村
等
補
助
額
」
に
変
更
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
大
野
城
市
に
お
い
て
再
度
精
査

を
行
っ
た
結
果
、
そ
の
他
に
も
一
部
補
助
対
象
外
で
あ
る
就
労
促
進
費
(1
,9
17
,5
00
円
)、
雑
費

(6
2,
99
3円
)が
「
Ａ
作
業
所
」
に
、
雑
費
(7
0,
53
4円
)が
「
Ｂ
作
業
所
」
に
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
き
、
こ
の
分
も
含
め
て
修
正
処
理
を
行
っ
て
い
る
。

※
本
件
補
助
金
の
交
付
の
経
緯
等
に
つ
い
て

本
件
補
助
金
の
交
付
申
請
か
ら
補
助
金
返
還
ま
で
の
流
れ
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

H1
9.
7.
18

大
野
城
市
か
ら
補
助
金
の
交
付
申
請
書
の
提
出
(申
請
額
5,
14
0,
00
0円
)

H1
9.
11
.
7

補
助
金
の
交
付
の
決
定
(決
定
額
5,
14
0,
00
0円
)

H2
0.
1.
24

補
助
金
の
概
算
払
(支
払
額
5,
14
0,
00
0円
)

H2
0.
4.
10

大
野
城
市
か
ら
事
業
実
績
報
告
書
の
提
出

H2
0.
7.
7

補
助
金
の
額
の
確
定
(確
定
額
5,
14
0,
00
0円
)

H2
1.
1.
19

大
野
城
市
か
ら
補
助
金
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
い
と
の
申
出

H2
1.
1.
30

県
か
ら
大
野
城
市
に
対
し
て
事
業
実
績
報
告
の
再
提
出
依
頼

H2
1.
2.
4

大
野
城
市
か
ら
事
業
実
績
報
告
書
の
再
提
出
(修
正
分
)

H2
1.
2.
18

7月
7日
の
額
の
決
定
を
取
り
消
し
、
事
業
実
績
報
告
書
再
提
出
分
で
額
の

確
定
(確
定
額
5,
14
0,
00
0円
⇒
4,
28
0,
00
0円
)

H2
1.
2.
20

過
払
い
分
の
返
還
請
求
(8
60
,0
00
円
)

H2
1.
3.
4

大
野
城
市
か
ら
過
払
い
分
の
返
還
(8
60
,0
00
円
)

(3
)
本
件
補
助
金
の
交
付
決
定
の
取
消
及
び
差
額
の
返
還
に
つ
い
て

県
で
は
、
こ
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
大
野
城
市
に
補
助
金
等
の
他
の
用
途
へ
の
使
用
、
交
付
決
定
の
内

容
又
は
条
件
に
対
す
る
違
反
、
さ
ら
に
は
、
偽
り
そ
の
他
の
不
正
の
手
段
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
を
受

け
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
は
な
い
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
指
定
管
理
者
交
付
金
を
補
助
対
象
か
ら
除
外
す
る
に
当
た
り
、
大
野
城
市
が
再
度
精
査
を
行

っ
た
結
果
、
作
業
者
へ
の
手
当
の
上
乗
せ
支
給
分
で
あ
る
就
労
促
進
費
等
が
補
助
対
象
経
費
と
し
て
計

上
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
大
野
城
市
は
意
図
的
に
補
助
対
象
経
費
と
し
て
交
付
申
請
等
を
し

た
も
の
で
は
な
く
、
事
務
処
理
を
単
に
誤
っ
て
補
助
対
象
経
費
に
含
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
偽
り
そ
の
他
の
不
正
の
手
段
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
県
で
は
、
大
野
城
市
に
交
付
規
則
第
16
条
に
規
定
す
る
交
付
決
定
の
全
部
又
は
一
部
を

取
消
す
べ
き
虚
偽
報
告
の
事
実
は
な
い
と
判
断
し
、
差
額
の
み
の
返
還
と
し
た
と
し
て
い
る
。

２
判
断

請
求
人
は
、
本
件
補
助
金
に
つ
い
て
、
県
は
、
大
野
城
市
の
補
助
対
象
外
作
業
所
で
あ
る
「
Ｃ
施
設
」

の
運
営
経
費
を
補
助
対
象
作
業
所
で
あ
る
「
Ａ
作
業
所
」
の
経
費
に
組
入
れ
た
虚
偽
の
実
績
報
告
を
理
由

に
補
助
金
全
額
の
決
定
を
取
消
す
べ
き
で
あ
り
、
差
額
86
0,
00
0円
の
み
の
返
還
と
し
た
行
為
が
違
法
・
不

当
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
件
補
助
金
に
つ
い
て
交
付
決
定
を
取
消
す
べ
き
虚
偽
報
告
等
の
事
実
及
び
交
付
規
則
第
16

条
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
る
か
否
か
、
さ
ら
に
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
場
合
に
全
額
で
な
く
差
額
の
み
の

返
還
と
し
た
行
為
が
違
法
若
し
く
は
不
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
。
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(1
)
本
件
補
助
金
に
つ
い
て
交
付
決
定
を
取
消
す
べ
き
虚
偽
報
告
の
有
無
に
つ
い
て

請
求
人
が
、
本
件
補
助
金
全
額
の
交
付
決
定
を
取
消
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
大
野
城
市
の
虚
偽

報
告
と
は
、「
Ｃ
施
設
」
運
営
委
員
会
へ
の
指
定
管
理
者
交
付
金
を
「
Ａ
作
業
所
」
の
運
営
経
費
に
組
入

れ
た
事
業
実
績
報
告
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
事
実
関
係
の
確
認
の
と
お
り
、
大
野
城
市
は
、「
Ｃ
施
設
」
運
営
委
員
会
へ
の
指
定
管
理
者

交
付
金
は
、「
Ａ
作
業
所
」
及
び
「
Ｂ
作
業
所
」
の
入
居
す
る
「
Ｃ
施
設
」
の
維
持
管
理
費
に
充
て
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
補
助
金
の
対
象
経
費
に
該
当
す
る
と
考
え
「
Ａ
作
業
所
」
に
加
算
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
県
で
は
、
事
業
実
績
報
告
の
審
査
時
に
、
指
定
管
理
者
交
付
金
が
「
Ａ
作
業
所
」
へ
の
補
助
対

象
経
費
と
し
て
含
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
把
握
し
、
当
該
交
付
金
は
本
件
交
付
要
綱
第
３
条
の

「
市
町
村
等
が
行
う
作
業
所
の
運
営
経
費
に
対
す
る
補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
」
に
該
当
す
る
と
判
断

し
た
上
で
額
の
確
定
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
交
付
決
定
を
取
消
す
べ
き
虚
偽
報
告
の
事
実
は
認
め

ら
れ
な
い
。

県
に
お
い
て
指
定
管
理
者
交
付
金
が
２
つ
の
障
害
者
共
同
作
業
所
の
建
物
に
係
る
経
費
の
助
成
に
当

た
る
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
在
宅
障
害
者
の
福
祉
増
進
を
図
る
た
め
市
町
村
の
行
う
作
業
所
に
対

す
る
補
助
事
業
の
経
費
の
一
部
を
助
成
す
る
と
い
う
本
件
補
助
金
の
交
付
目
的
を
総
合
的
に
考
慮
し
た

上
で
判
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
違
法
性
若
し
く
は
不
当
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。

な
お
、
当
初
の
事
業
実
績
報
告
に
一
部
補
助
対
象
外
で
あ
る
就
労
促
進
費
、
雑
費
が
含
ま
れ
て
い
た

が
、
大
野
城
市
は
指
定
管
理
者
交
付
金
は
障
害
者
共
同
作
業
所
に
対
す
る
補
助
対
象
経
費
に
該
当
す
る

と
考
え
て
お
り
、
た
と
え
こ
の
就
労
促
進
費
等
を
意
図
的
に
補
助
対
象
経
費
に
含
め
た
と
し
て
も
、
大

野
城
市
へ
交
付
す
る
補
助
金
額
に
差
異
は
生
じ
な
い
こ
と
か
ら
、
事
務
処
理
を
誤
っ
た
も
の
と
認
め
る

の
が
相
当
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
件
補
助
金
に
つ
い
て
、
大
野
城
市
の
事
業
実
績
報
告
の
一
部
に
事
務
処
理

の
誤
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
っ
て
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
と
い
う

事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。

(2
)
本
件
補
助
金
に
つ
い
て
交
付
規
則
第
16
条
に
該
当
す
る
事
実
の
有
無
に
つ
い
て

県
で
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
を
図
る
た
め
交
付
規
則
を
定
め
て
お
り
、
交
付

決
定
の
取
消
に
つ
い
て
は
、
同
規
則
第
16
条
に
お
い
て
、「
知
事
は
、
補
助
事
業
者
等
が
、
補
助
金
等
の

他
の
用
途
へ
の
使
用
を
し
、
そ
の
他
補
助
事
業
等
に
関
し
て
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
内
容
又
は
こ

れ
に
付
し
た
条
件
そ
の
他
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
の
処
分
又
は
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
補
助

金
等
の
交
付
の
決
定
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。

請
求
人
か
ら
は
、
大
野
城
市
が
本
件
補
助
金
を
他
の
用
途
へ
使
用
し
、
そ
の
他
補
助
事
業
等
に
関
し

て
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
内
容
又
は
こ
れ
に
付
し
た
条
件
そ
の
他
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
の

処
分
又
は
命
令
に
違
反
し
た
と
の
主
張
は
な
く
、
ま
た
、
調
査
し
た
範
囲
で
は
そ
の
よ
う
な
事
実
も
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
件
補
助
金
に
つ
い
て
、
交
付
規
則
第
16
条
に
該
当
す
る
よ
う
な
事
実
は
認
め
ら

れ
な
い
。

(3
)
結
論

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
補
助
金
に
つ
い
て
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
っ
て
補
助
金
の
交
付
を

受
け
た
と
い
う
事
実
及
び
交
付
規
則
第
16
条
に
該
当
す
る
事
実
は
認
め
ら
れ
ず
、
県
が
補
助
金
全
額
で

な
く
差
額
86
0,
00
0円
の
み
の
返
還
と
し
た
行
為
に
違
法
若
し
く
は
不
当
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。

よ
っ
て
、
請
求
人
の
請
求
は
、
理
由
が
な
い
も
の
と
判
断
し
、
こ
れ
を
棄
却
す
る
。
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